
 
 

令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）  

（厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室） 

項 目 名 生命保険料控除制度の拡充 

税 目 所得税 

要

望

の

内

容 

 
「令和６年度税制改正大綱（令和５年 12 月 14 日 自由民主党・公明党）」

において「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充」として示された内容で

措置すること。 

 

（※）令和６年度税制改正大綱【抜粋】 

生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠（遺族保障）について、

23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の４万円の適用限度額に対して２

万円の上乗せ措置を講ずること。 

 

なお、本制度の控除の適用対象から除外される「一時払い生命保険」の範囲

に共済期間が短期間の商品が含まれるかについては、今後、税制改正要望のプ

ロセスにおいて確認する。 

 

 平年度の減収見込額 精査中 

(制度自体の減収額) (   －  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   －  百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 
生命保険料控除制度の拡充により、国民一人ひとりのニーズに沿った多様な

生活保障の準備を推進し、安心かつ豊かでゆとりのある国民生活を確保する。 

 

⑵ 施策の必要性 
人生 100 年時代を迎え、老後生活に向けた資産形成はもとより、医療などの 

ニーズへの自助による備えが一層重要になっている。 

こうした状況下において、生命・介護医療・個人年金保険が持つ私的保障の

役割はますます大きなものとなっているほか、特に子どもを扶養している世帯

においては、遺族の生活資金の備え等として、生命保険の遺族補償としての役

割が高まっている。生命保険料控除の拡充は、様々な要因により経済の先行き

に対する不透明感が高まる中においても、将来に向けた保障や資産形成への備

えを継続する一助となり、ひいては、国民の相互扶助を後押しし、国民生活の

安定及び国民経済の健全な発展に資することとなる。 
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今

回

の

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

基本目標Ⅶ ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応
した福祉サービスを提供するとともに、自立した生活の実現や
安心の確保等を図ること 
 
施策大目標１ 地域住民の様々なニーズに対して、地域の関係
機関が連携して、必要な福祉サービスや支援を包括的に提供し
つつ、地域の多様な主体の参加・協働を促し、地域共生社会を
実現すること  
 
施策目標１－３ ひきこもり支援、権利擁護支援、地域住民の
複合・複雑化した支援ニーズへの包括的な支援等により、地域
の多様な主体が連携して地域の課題に取り組む体制を整備する
こと 

政 策 の 

達成目標 

個々人の多様な生活保障の準備を支援・促進することによ
り、国民生活の安定に資すること 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

恒久措置とする。 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

政策の達成目標と同じ 
 

政策目標の

達 成 状 況 
 － 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

約 4,000 万人（※） 
（出典：国税庁「令和４年分民間給与実態統計調査」及び「令和４年分申告所得税標

本調査」） 

※生命保険料控除適用者数に、制度拡充後（見込）の影響を加味した数字を記載 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

遺族の生活困窮の防止や子どもの教育機会の確保に向けた遺
族保障の充実に繋がる見込み。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

－ 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 － 

要望の措置 

の 妥 当 性 

国民一人ひとりのニーズに沿った、生活保障の充実が求めら

れている。一方で、生命保険については、「遺族保障」として

年間約３兆円の死亡保険金が支払われているところであるが、

子を扶養する国民が加入している死亡保険金額は平均 1,348 万

円であり、遺族の生活資金の備えとして（国民が）必要と考え
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る死亡保険金額 2,289 万円に比べて６割程度に留まっている
（※）。 

このため、今後も、個々人の多様な生活保障の準備を税制面

から支援・促進する生命保険料控除制度を拡充していく措置が

必要になるものと考える。 

本要望は、こうした趣旨を実質的に担保しようとするもので

あり、国民生活の安定に寄与するために妥当な措置と考える。 

（出典：生命保険文化センター「令和４年度 生活保障に関する調査」） 

※扶養する子どもの有無を加味した金額を記載 

 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 

（給与所得者数に占める保険料控除適用者数の割合
※
（％）） 

 
平成

27 年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

令和

元年 

令和

２年 

令和

３年 

令和

４年 

一般生命 74.3 74.0 74.2 73.5 73.5 69.7 69.5 69.1 

介護医療 41.8 47.5 51.3 50.0 53.0 52.2 54.3 56.1 

個人年金 16.7 17.1 17.9 17.8 17.6 17.0 16.9 16.5 

全体 76.6 76.5 77.2 76.7 77.2 73.5 73.5 73.5 

               （出典：国税庁「民間給与実態統計調査」） 

 
（一人当たりの保険料控除額

※
（万円）） 

 
平成

27 年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

令和

元年 

令和

２年 

令和

３年 

令和

４年 

一般生命 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 

介護医療 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 

個人年金 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

全体 6.5 6.7 6.8 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 

                  （出典：国税庁「民間給与実態統計調査」） 

※年末調整対象者のうち納税者を対象として算定 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

民間調査会社によるアンケート調査によれば、回答者の約６

割が、生命保険料控除制度が拡充された場合、生命保険への加

入もしくは加入を検討したいと回答（※）しており、制度の拡充に

よって生命保険への加入インセンティブは高まることが予想さ

れる。 

（※）生命保険料控除制度拡充に対する意識調査結果 

質問 回答 回答割合 

仮に、生命保険料控除制度の

控除限度額が拡充されたとす

れば、今後の生命保険・年金

保険についてどう考えるか。 

新規加入・増額をしたい 9.4％ 

新規加入・増額を前向きに検

討したい 
23.5％ 

新規加入・増額をどちらかと

言えば検討したい 
24.0％ 

（出典：日経リサーチ「生保関連税制に関するアンケート調査 2024」） 

 
生命保険料控除制度の拡充により、今後の加入率増加や加入

金額の上乗せによる生活保障の促進が見込まれ、有効である。 

前回要望時 

の達成目標 

少子高齢化の急速な進展等に応じた社会保障制度の見直しに
対応し、国民の自助努力による生活保障を支援・促進すること
により、国民生活の安定に資すること。 
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前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 － 

これまでの 

要 望 経 緯 

平成 24 年に一般生命・介護医療・個人年金の３つの控除から
なる制度に改組された（平成 23 年までは生命・個人年金の２つ
の控除）。 

本制度の拡充については、平成 27（2015）年度税制改正より
継続して要望しており、令和６年度要望においては、子育て世
帯に対する控除を手厚くするよう要望したところ、令和６年度
税制改正では手当されず、税制改正大綱において、令和７年度
税制改正で検討し結論を得ることとされた。 
そのため、令和７年度要望においては、令和６年度税制改正大
綱において「子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充」とし
て示された内容で措置することを要望することとした。 
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